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第１章 調査研究概要 

 

第１節 背景・目的 

 

職業訓練指導員講習（以下、「48 時間講習」という。）は、職業能力開発促進法施

行規則第 39 条第１号の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する講習であり、定められ

た受講資格の要件を満たした者が、職業訓練指導員免許を取得する際に受講し、修了

しなければならないものである。その講習の実施については、「労働大臣の指定する講

習の実施について」（昭和 54 年４月 13 日付け訓発第 76 号）及び同通達別添「労働大

臣の指定する講習実施要領」が定められている。 

今般、政府により「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」（令和４年６

月３日デジタル臨時行政調査会決定）が示され、代表的なアナログ規制である７項目

（目視規制、定期検査・点検規制、実地監査規制、常駐・専任規制、書面掲示規制、対

面講習規制、往訪閲覧・縦覧規制）に該当するアナログ行為を求める場合があると解さ

れる法律、政令及び省令等について「構造改革のためのデジタル原則」への適合性につ

いて点検が行われた。48 時間講習も対面講習規制に該当するものとして点検対象とな

り、見直しが必要とされたことから、厚生労働省（以下、「厚労省」という。）におい

て当該講習を対面だけでなくデジタルでも実施可能となるように見直された実施要領

が新たに定められ、今後は「厚生労働大臣の指定する講習の実施について」（令和５年

11 月２日付け開発 1102 第１号）及び同通達別添「厚生労働大臣の指定する講習実施要

領」により実施されることとなった。 

48 時間講習は、全国的に同一の講習内容を維持するため、「職業訓練における指導

の理論と実際」を教科書として使用することとされている。デジタルを活用したオン

ライン等での講習を実施する場合においても講習の質を担保するためには、教科書を

ベースとした新たな教材が必要である。また、都道府県職業能力開発主管課長会議等

においても同様の要望がでている。 

そこで、48 時間講習の指導方法や教科書以外の教材等の実態調査を行い、オンライ

ン講習用教材の検討、開発、検証等を実施し、48 時間講習のデジタル対応の推進を図

ることを目的に本テーマを実施することとなった。 
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第２節 スケジュールと委員会の設置 

 

２－１ スケジュール 

 

本テーマは、令和６年度からの２年計画で行った。１年目は48時間講習の実施状況

の把握と48時間講習用補助教材（以下、「補助教材」という。）の開発を主とし、２年目

は補助教材の評価・検証を行うとともに、動画教材の開発を行った。図１－１にそのス

ケジュールを示す。 

 

＜令和６年度＞ 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

   委員会     委員会   厚労省

へ提出 

①実施状況調査         

            

②補助教材の 

講習科目、内容の検討 

③補助教材の開発 ④評価指標

の検討 

⑤改善等  

            

＜令和７年度＞ 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

  委員会      委員会   厚労省

へ提出 

⑥動画企画  ⑦動画教材作成  

            

⑧補助教材の評価  ⑨報告書作成等  

            

図１－１ スケジュール 
 

２－２ 職業訓練指導員講習デジタル対応検討委員会 

 

本テーマを行うにあたって、「職業訓練指導員講習デジタル対応検討委員会」を設置

した。委員は、都道府県職業能力開発協会、地方自治体、厚労省、（独）高齢・障害・

求職者雇用支援機構（以下、「機構」という。）、職業能力開発総合大学校（以下、「職業

大」という。）の関係分野に見識のある者で構成した。 
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委員会の日程、議題については以下のとおりである。 

＜令和６年度＞ 

○第１回委員会 令和６年７月19日（金）13:00～15:30 

【主な議題】 

（１）調査・開発テーマの概要と委員会の目的について 

（２）各都道府県職業能力開発協会が実施している職業訓練指導員講習の実態調査

結果の確認 

（３）開発する補助教材の検討、教材の講習科目の選定及び「指導の理論と実際（12

訂版）」への対応に係る検討 

（４）補助教材のフォーマット案の検討 

 

○第２回委員会 令和６年12月２日（月）13:00～15:30 

【主な議題】 

（１）教材の開発に係る検討 

イ．補助教材の確認 

ロ．開発した補助教材の取扱いと運用について 

ハ．動画教材の検討 

（２）補助教材の評価方法に係る検討 

イ．評価方法 

（３）次年度スケジュール 

 

＜令和７年度＞ 

○第１回委員会 令和７年６月20日（金）13:30～16:30 

【主な議題】 

（１）調査・開発テーマの概要と取り組みについて 

（２）動画教材の開発に係る検討 

イ．動画原稿について 

ロ．動画化に向けた検討 

ハ．動画制作に係る仕様について 

（３）補助教材の評価の実施に係る検討 

○第２回委員会 令和７年12月12日（金）13:30～16:30 

【主な議題】 

（１）動画教材に係る検討 

（２）補助教材の評価結果のまとめ 

（３）48時間講習のデジタル対応に係るまとめ  
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第３節 48時間講習の概要 

 

３－１ 講習科目と内容 

 

表１－１は、厚生労働大臣の指定する講習実施要領に基づく講習内容および時間数

である。実施主体は都道府県、機構、中央職業能力開発協会又は都道府県職業能力開発

協会であると要領では定められているが、全国的に都道府県職業能力開発協会が実施

している。 

 

表１－１ 48時間講習の概要（厚生労働大臣の指定する講習実施要領より抜粋） 

 
講 習 科 目 時間数 内容の説明 

１ 職業訓練原理 ４ 
職業訓練の沿革、意義、目的、職業訓練の担当者等 

２ 教科指導法 16 
訓練実施計画、指導の準備、指導の進め方、教材の活用、 

訓練評価等 

３ 労働安全衛生 ３ 
安全管理、安全の確保、衛生管理、衛生と作業環境等 

４ 訓練生の心理 ７ 
訓練生の選抜、訓練生の特質の理解、技能の習得等 

５ 生活指導 ６ 
生活指導の分野、生活指導の方法等 

６ 関係法規 ４ 
職業訓練法、職業安定関係法、労働基準関係法等 

７ 事例研究 ６ 
作業分解、指導案、訓練実施計画、指導記録等の事例研究 

（確認テスト） ２ 
 

計 48 
 

 

３－２ 講習方法 

 

講習方法は、実施要領で次のように定められている。下線部が今般の見直しにより

新たに定められた箇所である。 

（１） 講習は科目ごとに別表に示す講習内容および時間数を基準として実施する

こと。 

（２） 講習は、全日制又は定時制により行うこと。 

実施に当たっては受講者の便宜、講習の効果的実施方法など十分検討して行
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うこと。全日制による場合は毎日継続して実施し、一週間程度の期間で修了する

ことが望ましいが、講習を一週間を超える期間にわたって行い、又は二回以上に

分割して行う必要がある場合には、それによって講習の効果的実施が妨げられ

ることのないよう適切な措置を講ずること。 

なお、実施の周知に当たっては、インターネットの利用その他の適切な方法に

より公衆の閲覧に供すること。 

（３） 講習は、講義、討論及び演習（作業分解、指導案及び訓練実施計画の作成）

の方法により行うこと。 

（４） 講習修了時に講習の成果を測定するため、講習内容について試験を行うこ

と。 

（５） 講習は、受講資格を審査し、適格者に対して行うこと。 

なお、受講資格の確認に要する書類の提出は、電磁的方法で差し支えないこと。 

（６） 講習は、インターネット等を介した e ラーニング等の方法によって実施す

ることも可能であるが、受講者毎に別表に示す講習内容及び時間数を受講し

たことを確認できる方法に限られること。 

 

３－３ 講習資料 

 

講習で使用する教科書は、実施要領において表１－１に示す講習内容を網羅した教

材（「職業訓練における指導の理論と実際」を原則とする）を使用することと定められ

ている。 

 
３－４ 講習を担当する講師 

 

講習を担当する講師は、実施要領において「都道府県等の職員で職業訓練に関して

実務経験を有する者、教育に関して学識経験を有する者等で職業訓練について十分な

識見を有するものとする。」と定められている。 

以前の実施要領では、表１－２に示す講習内容ごとの講師の例示がなされていたが、

今般の見直しにより削除され、依頼できる講師の選択肢が広がった。一方で従来と同

じ質を維持することが難しくなったことから、今回、新たに開発する教材によって講

習の質を担保することができる。 

  



調査研究報告書 No.197 

- 8 - 
 

表１－２ 講習内容ごとの講師の例示（現在は削除） 

講習内容 講師 

職業訓練原理 
都道府県職業訓練主管課、雇用促進事業団、中央職業能力開発協会又は 

都道府県職業能力開発協会の係長以上の職にある者 

教科指導法 
公共職業訓練施設の訓練課長以上の職にある者 

労働安全衛生 
都道府県労働基準局職員又は労災防止指導員 

訓練生の心理 
大学教官又は公共職業訓練施設における職業訓練指導員 

生活指導 
大学教官又は公共職業訓練施設における職業訓練指導員 

関係法規等 
都道府県職業訓練主管課、雇用促進事業団、中央職業能力開発協会又は

都道府県職業能力開発協会の係長以上の職にある者 

事例研究 
公共職業訓練施設の職業訓練指導員 

出典：「労働大臣の指定する講習の実施について」（昭和 54 年４月 13 日付け訓発第 76 号）及

び同通達別添「労働大臣の指定する講習実施要領」 

 

３－５ 講習の修了 

 

講習の修了は、実施要領で「講習各科目を履修し、所定の講習を良好な成績（筆記試

験において正答率 60％以上）で修了した者に対しては、「職業訓練指導員の講習修了書」

を交付する。」と定められている。今般の見直しにより修了書の交付は電磁的方法によ

る交付として差し支えないとされている。 

 

３－６ 受講資格 

 

表１－３は、講習の主な受講資格と、必要な実務経験の年数である。受講する際に

は、免許職種に関する学科の履修や訓練の修了、技能検定の職種合格の資格等を持っ

ていることが必要となる。 
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表１－３ 主な受講資格と必要な実務経験の年数 

受講資格 必要な実務経験の年数［注１］ 

技能検定合格者（１級又は単一等級［注２］） － 

高度職業訓練（応用課程・特定応用課程・特定専門課程）

の技能照査合格者 

１年 

専門課程の高度職業訓練（養成訓練）の技能照査合格者 ３年 

専門課程の高度職業訓練（養成訓練）の修了者 ４年 

普通課程の普通職業訓練（養成訓練）の技能照査合格者 ６年 

普通課程（規則別表第２）の普通職業訓練（養成訓練）の

修了者 

７年 

短期課程（規則別表第４の 700 時間以上）の普通職業訓練

の修了者 

10 年 

専修訓練課程の養成訓練の修了者 10 年 

大学卒業者（免許職種に係る学科［注３］を履修） ２年 

外国の大学卒業者（免許職種に係る学科［注３］を履修） ２年 

短大・高専卒業者（免許職種に係る学科［注３］を履修） ４年 

高等学校卒業者（免許職種に係る学科［注３］を履修） ７年 

注１：「必要な実務経験の年数」は、各課程の「修了後」や「卒業後」、「技能照査合格後」の年数 

注２：単一等級技能検定合格者のうち、電子回路接続・バルコニー施工職種は該当しない 

注３：免許職種に係る学科とは職業能力開発促進法施行規則の別表 11 における関連学科となる 

出典：厚生労働省ホームページ 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/

shidoin-rute.html） 
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第４節 48時間講習のデジタル対応への見直しの概要 

 

４－１ デジタル原則に照らした規制の一括見直しプランについて 

 

デジタル原則に照らした規制の一括見直しプランでは、日本のデジタル改革、行政

改革、規制改革を「構造改革のためのデジタル原則」に沿って計画的かつ効果的に進め

るため、令和４年７月から令和７年６月までの３年間の集中改革期間における政府の

取組方針を示している。 

方針は以下の事項に関するものとなっている。 

 アナログ規制の見直し及び規制の見直しアプローチ  

 アナログ規制の見直しに向けた取組の展開と応用（地方公共団体への波及やテク

ノロジー企業の活用）  

 法制事務のデジタル化に向けた取組  

 デジタル時代にふさわしい政府への転換  

 

４－２ アナログ規制の見直しについて 

 

当該プランの中では、代表的なアナログ規制として、以下の７項目が示されている。 

 目視規制  

 実地監査規制  

 定期検査・点検規制  

 常駐・専任規制  

 対面講習規制  

 書面掲示規制  

 往訪閲覧縦覧規制  

 

48 時間講習は対面講習規制に該当し、図１－２や図１－３に示す見直しの基本的な

考え方を踏まえつつ、「構造改革のためのデジタル原則」への適合性について点検が行

われ、先に述べた実施要領の改定に至った。 
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図１－２ 対面講習等に係る見直しに向けたフェーズ 

出典：「（別紙）デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」（デジタル庁） 

（https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/34a225ed-03be-4408-b00d-

f9b88a5a2543/5d7f0bd3/20230314_policies_digital-extraordinary-administrative-research-committee_outline_02.pdf） 

 

 

図１－３ 対面講習規制の見直しの基本的な考え方 

出典：「（別紙）デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」（デジタル庁） 

（https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/34a225ed-03be-4408-b00d-

f9b88a5a2543/5d7f0bd3/20230314_policies_digital-extraordinary-administrative-research-committee_outline_02.pdf）



 

 
 

 

  


